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(57)【要約】
　背面を向いた表示装置を有するベストおよび制御装置
を備えたシグナル伝達システムが提供される。ベストは
表示装置を作動させるための制御装置と連通するように
構成される。制御装置は、少なくともＧＰＳモジュール
および１つまたは複数のモーションセンサからのデータ
に基づいて、表示装置を作動させるように構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　背面を向いた表示装置を有するベストおよび制御装置を備え、前記ベストは前記表示装
置を作動させるための前記制御装置と連通するように構成され、前記制御装置は少なくと
もＧＰＳモジュールおよび１つまたは複数のモーションセンサからのデータに基づいて、
前記表示装置を作動させるように構成されている、シグナル伝達システム。
【請求項２】
　前記ベストは前記ＧＰＳモジュールを備える、請求項１に記載のシグナル伝達システム
。
【請求項３】
　前記ベストは、前記ＧＰＳモジュールからのデータに関連するように構成された、地図
データをロードしたメモリモジュールを備える、請求項２に記載のシグナル伝達システム
。
【請求項４】
　前記ベストは、前記ＧＰＳモジュールからのデータに基づいて、外部源から地図データ
を取得するように構成される、請求項２に記載のシグナル伝達システム。
【請求項５】
　前記ベストは外部ＧＰＳモジュールと連通するように構成される、請求項１に記載のシ
グナル伝達システム。
【請求項６】
　前記外部ＧＰＳモジュールはスマートフォンと一体化される、請求項５に記載のシグナ
ル伝達システム。
【請求項７】
　前記モーションセンサは、加速度計および傾斜センサを含む群から選択された１つまた
は複数を備える、請求項１～６のいずれか１項に記載のシグナル伝達システム。
【請求項８】
　前記制御装置は、前記ＧＰＳモジュールおよび１つまたは複数のモーションセンサから
の前記データに基づいて、車両は方向変換しており、前記表示装置はウィンカーを示すべ
きであることを決定するように構成される、請求項１～７のいずれか１項に記載のシグナ
ル伝達システム。
【請求項９】
　前記制御装置は、前記ＧＰＳモジュールおよび１つまたは複数のモーションセンサから
の前記データに基づいて、前記車両は方向変換しており、前記表示装置はウィンカーを示
すべきではないことを決定するように構成される、請求項１～８のいずれか１項に記載の
シグナル伝達システム。
【請求項１０】
　前記制御装置は、前記ＧＰＳモジュールおよび１つまたは複数のモーションセンサから
の前記データに基づいて、前記車両は方向変換しておらず、前記表示装置はウィンカーを
示すべきであることを決定するように構成される、請求項１～９のいずれか１項に記載の
シグナル伝達システム。
【請求項１１】
　ウィンカーを表示する方法であって、
　・背面を向いた表示装置を有するベスト、制御装置および１つまたは複数のモーション
センサを有するシグナル伝達システムを提供することと、
　・前記制御装置によりＧＰＳモジュールからＧＰＳデータを獲得することと、
　・前記ＧＰＳデータおよび前記モーションセンサの出力に基づいて、ウィンカーが表示
されるべきであることを決定することと、
　・適切なウィンカーを示すために前記表示装置を作動させることとを含む、方法。
【請求項１２】
　前記ベストは前記ＧＰＳモジュールを備える、請求項１１に記載の方法。
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【請求項１３】
　前記ベストは、前記ＧＰＳモジュールからのデータに関連するように構成された、地図
データをロードしたメモリモジュールを備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＧＰＳモジュールからのデータに基づいて外部源から地図データを取得することを
さらに含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ＧＰＳモジュールは前記シグナル伝達システムの外部にある、請求項１１に記載の
方法。
【請求項１６】
　前記外部ＧＰＳモジュールはスマートフォンと一体化される、請求項１５に記載の方法
。
【請求項１７】
　前記モーションセンサは、加速度計および傾斜センサを含む群から選択された１つまた
は複数を備える、請求項１１～１６のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、オープン車両のユーザのためのシグナル伝達システムに関する。詳細には、
本開示は、使用中に着用するように設計されたシグナル伝達システムに関する。
【発明の概要】
【０００２】
　本開示の主題の一態様によれば、背面を向いた表示装置を有するベストおよび制御装置
を備えたシグナル伝達システムが提供され、ベストは表示装置を作動させるための制御装
置と連通するように構成され、制御装置は少なくともＧＰＳモジュールおよび１つまたは
複数のモーションセンサからのデータに基づいて、表示装置を作動させるように構成され
る。
【０００３】
　ベストはＧＰＳモジュールを備えてもよい。ベストは、ＧＰＳモジュールからのデータ
に関連するように構成された、地図データをロードしたメモリモジュールをさらに備えて
もよい。
【０００４】
　ベストはＧＰＳモジュールからのデータに基づいて、外部源から地図データを取得する
ように構成されてもよい。
【０００５】
　ベストは外部ＧＰＳモジュールと連通するように構成されてもよい。外部ＧＰＳモジュ
ールはスマートフォンと一体化されてもよい。
【０００６】
　モーションセンサは、加速度計および傾斜センサを含む群から選択された１つまたは複
数を備えてもよい。
【０００７】
　制御装置は、ＧＰＳモジュールおよび１つまたは複数のモーションセンサからのデータ
に基づいて以下の１つまたは複数、すなわち、
　・車両は方向変換しており、表示装置はウィンカーを示すべきである、
　・車両は方向変換しており、表示装置はウィンカーを示すべきではない、
　・車両は方向変換しておらず、表示装置はウィンカーを示すべきであることを決定する
ように構成されてもよい。
【０００８】
　本開示の主題の別の態様によれば、ウィンカーを表示する方法が提供され、方法は、
　・背面を向いた表示装置を備えるベスト、制御装置および１つまたは複数のモーション
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センサを有するシグナル伝達システムを提供することと、
　・制御装置によりＧＰＳモジュールからＧＰＳデータを獲得することと、
　・ＧＰＳデータおよびモーションセンサの出力に基づいて、ウィンカーが表示されるべ
きであることを決定することと、
　・適切なウィンカーを示すために表示装置を作動させることとを含む。
【０００９】
　ベストはＧＰＳモジュールを備えてもよい。
【００１０】
　ベストは、ＧＰＳモジュールからのデータに関連するように構成された、地図データを
ロードしたメモリモジュールを備えてもよい。
【００１１】
　方法は、ＧＰＳモジュールからのデータに基づいて外部源からの地図データを取得する
ことをさらに含んでもよい。
【００１２】
　ＧＰＳモジュールはシグナル伝達システムの外部にあってもよい。
【００１３】
　外部ＧＰＳモジュールはスマートフォンと一体化されてもよい。
【００１４】
　モーションセンサは、加速度計および傾斜センサを含む群から選択された１つまたは複
数を備えてもよい。
【００１５】
　次に実施形態をよりよく理解し、それをどのように実行し得るかを示すために、単に例
として添付図面について説明する。
【００１６】
　ここで具体的に添付図面を詳細に参照するが、示された事項は例であり、選択された実
施形態の例示的検討のために過ぎず、原理および概念的見地の説明を最も有益かつ容易に
理解されると考えられるものを提供するために表されていることが協調される。この点に
ついて、基本的理解に必要なこと以上に詳細な構造細部を示すことはせず、添付図面と併
せて説明することにより、選択された数個の実施形態がどのように実行されるかを当業者
に明らかにする。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本開示の主題によるシグナル伝達システムを示す図である。
【図２】図１に示されたシグナル伝達システムのインジケータのグリッドを示す図である
。
【図３】ウィンカーを示す方法を示す図である。
【図４】警告を示す方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図１に示されたように、オープン車両の乗員により使用されるように設計された、概ね
１０で示されたシグナル伝達システムが提供される。本明細書および特許請求の範囲では
、用語「オープン車両」は、オートバイ、モペット、スクーター、マニュアルもしくは電
動自転車、または乗員の上半身が露出しており、路上の他の移動者に容易に見える輸送手
段のあらゆる他の様式を意味するために使用される。シグナル伝達システム１０は着用可
能なベスト１２、制御インターフェース１４、および制御装置を備える。
【００１９】
　ベスト１２はユーザによって着用されるように構成され、したがって背面パネル１６お
よび運搬配置１８を備える。運搬配置１８は、ユーザによって着用される際に背面パネル
１６がユーザの背中全体の上に置かれ、背後から見る人に見えるように、ベスト１２を容
易に着用するために背面パネル１６と協働するように構成される。
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【００２０】
　運搬配置１８は示されたように１対のストラップを備えてもよい。別法として、運搬配
置１８は上に説明されたようにベスト１２を容易に着用するためにあらゆる適切な配置を
備えてもよい。一例によれば、運搬配置１８は、背面パネル１６の底面縁部に取り付けら
れた１対の正面パネルを備えて、１対のアームホールをなしてもよい。別の例によれば、
運搬配置１８は、背面パネル１６の上面縁部の２つの端部に取り付けられた単一の正面パ
ネルを備えて、ネックホールをなし両側が開いてもよい。
【００２１】
　背面パネル１６は背面を向いた表示装置２０（すなわちベスト１２を着用したときにユ
ーザの背後を見た人から見えるように配置されている）を備え、その上に概ね２２で示さ
れた１つまたは複数のインジケータを備える。インジケータ２２は、例えば１つまたは複
数の発光ダイオード（ＬＥＤ）を備えて点灯されてもよい。制御装置は、特に運転のパラ
メータに関して、ユーザについての情報を知らせる信号を発生するためにインジケータ２
２を作動させるように構成される。一部の修正形態によれば、表示装置は、例えば有機発
光ダイオード（ＯＬＥＤ）またはあらゆる他の適切な技術を備えた、可撓性スクリーンを
備える。
【００２２】
　例えば１つまたは複数のインジケータ２２は、ユーザが右折もしくは左折にさしかかっ
ている、または右折もしくは左折を行っている最中であることを知らせる（すなわちウィ
ンカー２４に相当する）ように構成されてもよく、１つまたは複数のインジケータ２２は
、ユーザが減速している最中であることを知らせる（すなわちブレーキライト２６に相当
する）ように構成されてもよく、１つまたは複数のインジケータ２２は、車両が動けない
、車両が交通の流れより著しく遅く動くなどの、車両が流れる交通の中または付近で停車
するような危険を知らせる（すなわち常に点灯もしくは点滅できるハザードランプ２８に
相当する）ように構成されてもよい。インジケータ２２は、あらゆる他の適切なメッセー
ジを変更すべきところは変更して表示するように構成されてもよいことが理解されよう。
【００２３】
　一部の例によれば、図２に示されたように、インジケータ２２はグリッドを構成するピ
クセルとして配置され、制御装置は、必要な信号を発生するために求められるインジケー
タのみを選択的に活性化させるように構成される。他の例によれば、例えば図１に示され
たように、インジケータ２２は、予め形成された信号、例えばＬＥＤストリップを備え、
制御装置は、必要な信号を点灯するために求められるインジケータを選択的に活性化させ
るように構成される。
【００２４】
　制御インターフェース１４は、ユーザがベスト１２と例えば制御装置を介して連通する
のを促進するように構成される。制御インターフェース１４は、筐体３０および１つまた
は複数のユーザ入力デバイス３２を備え、筐体３０はその中に制御装置を含有してもよい
。ユーザ入力デバイス３２は、インジケータ２２によりベスト１２の背面パネル１６上に
表示される信号のタイプをユーザが制御装置に示すことができるように構成される。制御
インターフェース１４は、例えば１つまたは複数のスイッチ、ボタン、ダイヤルなどを備
えてもよく、それぞれ（またはそれらの位置）はインジケータ２２によって表示される異
なる信号（ウィンカー、ハザードランプなど）に対応する。
【００２５】
　一部の修正形態によれば、ユーザ入力デバイス３２の一部または全部は、例えば車両を
使用中に自動的に活性化されるために車両に組み込まれてもよい。例えば一体化されたウ
ィンカーを備えた車両に対して、ユーザ入力デバイス３２は、ユーザが車両のウィンカー
を作動させるときに、ユーザ入力デバイス３２が自動的に作動するように車両に搭載され
てもよい。これは機械的に（例えばウィンカーを作動させる構成要素の動きもユーザ入力
デバイス３２を作動させるように、シグナル伝達システム１０のユーザ入力デバイス３２
を位置付けすることにより）、電気的に（例えば車両のウィンカーを作動させる電気信号
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を監視し、それに応じてインジケータ２２を作動させるようにシグナル伝達システム１０
のユーザ入力デバイス３２を配線することにより）、可視的に（すなわち車両のウィンカ
ーを監視し、それに応じてインジケータ２２を作動させるためにカメラを搭載することに
より）、またはあらゆる他の適切な方法に従って実現されてもよい。
【００２６】
　上記の例は車両のウィンカーに関連しているが、ユーザ入力デバイス３２は、車両を使
用中に自動的に活性化されるように、変更すべきところは変更して同様に一体化されても
よい。例えばユーザ入力デバイス３２は、ブレーキペダルまたはグリップなどの適用によ
って活性化されるように据えられてもよい。
【００２７】
　制御インターフェース１４は、ベスト１２、例えばその表示装置２０とあらゆる適切な
方法を介して連通するように構成される。一部の例によれば、制御インターフェース１４
は、例えばローカル・エリア・ネットワーク、ラジオ、ブルートゥース、ジグビー、近距
離無線通信、または無線通信を促進するためのあらゆる他の適切な技術の１つまたは複数
を使用して互いに無線通信する。送信機（図示せず）は制御装置と一体化されてもよく、
受信機３４は表示装置２０と連通したベスト１２上に提供される。
【００２８】
　一部の修正形態によれば、シグナル伝達システム１０は専用の制御インターフェース１
４および／または制御装置を備えない。むしろベスト１２（およびその構成要素）は、電
話（例えば高度なコンピュータ機能をもつ携帯電話、本明細書では「スマートフォン」）
、またはあらゆる他の適切な電子装置（例えば「ｉＰｏｄ（登録商標）」の商品名でＡｐ
ｐｌｅ　Ｉｎｃ．から市販されているようなポケットサイズのコンピュータなど）のよう
な第三者装置と直接連通するように構成される。第三者装置は（例えばそれにアプリケ―
ションをインストールすることによって）、ユーザ入力を（例えば手の動きを視覚で検知
することにより、疑似制御インターフェースを表すことなどにより）受信し、それに応じ
てインジケータ２２を作動させるようにベスト１２に命令を通信するように構成されても
よい。
【００２９】
　一部の例によれば、第三者装置は、「Ｇｌａｓｓ（商標）」の商品名でＧｏｏｇｌｅ　
Ｉｎｃ．から市販されているような光学頭部装着型表示装置であってもよい。
【００３０】
　上記によれば、第三者装置は、制御インターフェース１４およびシグナル伝達システム
１０の制御装置の両方に相当する。
【００３１】
　ベスト１２は、全地球測位システム（ＧＰＳ）衛星ネットワークと連通することにより
ベスト１２（ひいてはユーザ）の現在地をリアルタイムで決定するように構成された、Ｇ
ＰＳモジュール３６を備えてもよい。一部の例によれば、ＧＰＳモジュール３６には、例
えばそのメモリモジュールにロードされた地図データを介して、一般道路地図が提供され
てもよい。他の例によれば、ベスト１２は、ＧＰＳによって決定された場所情報を、例え
ば決定された場所に基づいて関連した地図データを提供する装置（スマートフォン、ポケ
ットサイズのコンピュータなど）に通信してもよい。シグナル伝達システム１０は、この
情報を遠隔関係者に、例えばユーザを追跡するために提供してもよい。これは、親または
保護者が子供を探すことができるなどのために、全運搬車両を追跡する事業を促進するの
に有益であることがある。アラーム３８は音声信号および視覚信号の一方または両方を発
生してもよく、ユーザが既定の領域を超えて進む場合にアラーム３８を活性化させてもよ
い。
【００３２】
　ベスト１２はＧＰＳモジュール３６を備えるように上に説明されているが、ＧＰＳモジ
ュール３６は、本開示の主題の範囲から逸脱することなく、これに限定されないがスマー
トフォン、頭部装着型表示装置、専用のＧＰＳモジュール、制御装置などを含む、それと
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連通するように構成された個別の設備の一部であってもよい。
【００３３】
　ＧＰＳデータを使用して、例えばインターネットを使ったリアルタイムの交通情報に基
づいて、車両の速度を周囲の交通の速度と比較してもよい。受信したＧＰＳデータおよび
交通情報に基づいて、車両が周囲の交通の速度より著しく遅い（例えば所定の割合または
純速度量だけ遅い）速度で動いていると制御装置が決定した場合、制御装置はハザードラ
ンプ２８を表示するためにインジケータ２２を自動的に活性化させてもよい。同様にＧＰ
Ｓデータを使用して、車両が減速している場合に自動的に検出してもよく、この場合、制
御装置はブレーキライト２６を表示するためにインジケータ２２を活性化させてもよい。
【００３４】
　シグナル伝達システム１０は、車両の動きのパラメータを決定するように構成された１
つまたは複数のモーションセンサ（例えば加速度計、傾斜センサなど、図示せず）を備え
てもよい。これらのパラメータは、これに限定されないが、方向変換、停止、運転速度な
どを含んでもよい。シグナル伝達システム１０は、したがって適切な信号を表示するため
にインジケータ２２を自動的に活性化させるように構成されてもよい。
【００３５】
　例えば車両が方向変換しているとモーションセンサが決定した場合、シグナル伝達シス
テム１０はウィンカー２４を表示するためにインジケータ２２を自動的に活性化させても
よい。この機能はＧＰＳデータと一体化されてもよい。車両の決定された場所および対応
する地図データに基づいて、シグナル伝達システム１０は、検出された車両の方向変換が
示されるべき方向変換（例えば脇道に進入している）であるか、または表示されるべきで
はない方向変換（例えばカーブした道路の地形に従っている）であるかを決定するように
構成されてもよい。シグナル伝達システム１０は、したがってモーションセンサおよびＧ
ＰＳデータの両方によってなされた決定に基づいて、適切なインジケータ２２を活性化さ
せるように構成されてもよい。例えばインジケータ２２は、車両の方向変換がモーション
センサによって検出され、方向変換が表示されるべきであるとＧＰＳデータが示唆すると
きに、ウィンカー２４を表示してもよい。制御装置は決定をなすために１つまたは複数の
発見的アルゴリズムを利用してもよい。
【００３６】
　モーションセンサおよびＧＰＳセンサの両方からのデータを使用することにより、シグ
ナル伝達システム１０は、シグナル伝達システム１０がその１つのみに基づく場合に可能
であるよりも、迅速かつ／または正確に信号を自動的に表示するように構成されてもよい
。ウィンカーに関して上に提供された例に加えて、車両速度の（すなわち上に説明された
ようにブレーキライト２６および／またはハザードランプ２８を表示するためにインジケ
ータ２２を自動的に活性化させるための）決定は、モーションセンサからのデータで補完
されてもよい。
【００３７】
　制御装置は、ＧＰＳデータおよびモーションセンサからのデータの１つまたは複数に基
づいて、緊急事態（衝突など）が起きた場合に決定するように構成されてもよい。制御装
置は、例えば緊急機関と通信する、メッセージを１つまたは複数の所定の関係者（例えば
親など）に送信するなどの、１つまたは複数の適切な遭難信号を送信するようにさらに構
成されてもよい。シグナル伝達システム１０は、この目的で携帯電話と連動するように構
成されてもよい。
【００３８】
　ベスト１２は、ベスト１２を着用しているときにユーザの背後の領域を撮像するように
配置された、１つまたは複数のカメラ４０を背面パネル１６上にさらに備えてもよい。画
像データは、車両上のユーザの正面に搭載された表示設備に記録されてもよく、かつ／ま
たは連通されてもよい。表示設備は、専用デバイス、または適切に構成された（例えばそ
の上にアプリケーションがインストールされることにより）スマートフォンおよび／また
はポケットサイズのコンピュータであってもよい。シグナル伝達システム１０は、したが
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ってユーザの車両を作動させているときに、ユーザに背面像を提供するために使用されて
もよい。このデータは、ユーザの１つまたは複数の所定の関係者に選択的に通信されても
よい。
【００３９】
　シグナル伝達システム１０は、現地でまたは遠隔サーバでアクセスした無線のいずれか
で、カメラ４０によって記録された可視データを自動的にアーカイブに保管するように構
成されてもよい。これは自動的に行われてもよく、または事象駆動型（すなわち事故が起
きたら行われる）であってもよい。
【００４０】
　加えてカメラ４０は、ユーザの背後の車両が近づき過ぎるまたは高速で接近し過ぎる場
合に、シグナル伝達システム１０がユーザの背後の車両を検出し警告できるために使用さ
れるように構成されてもよい。
【００４１】
　一例によれば、カメラ４０によって捕捉された画像データは、ユーザの背後から接近す
る車両の相対速度を決定するために制御装置によって使用されてもよい。これは、例えば
対象を検出するために画像データを分析すること、対象が接近する車両であることを決定
すること、および以前の映像に捕捉された同じ対象のサイズと比較した対象の相対サイズ
を追跡することによって実現されてもよい。したがってシグナル伝達システム１０は、背
後から接近する車両が減速をするべきときなどに、背後から接近する車両がその速度を加
速している、または維持している場合に決定してもよい。
【００４２】
　別の例によれば、カメラ４０によって捕捉された画像データは、ユーザの背後の車両の
距離を決定するために制御装置によって使用されてもよい。これは、例えば画像データを
分析すること、および画像データを公知のサイズの対象と比較することによって実現され
てもよい。例えば制御装置には、ナンバープレートのサイズ、ヘッドライトの外縁間の距
離（これは例えばほとんどの車の典型的な距離、車の正面の認識に基づいて決定され得る
車の特定のモデルの距離などであってもよい）、もしくはあらゆる他の適切な値などの、
車両の１つまたは複数の特徴のサイズに関連した情報を予めロードしてもよい。制御装置
は、したがってカメラ４０によって捕捉された特徴の見掛けのサイズをそれ自体の公知の
サイズと比べることにより、距離を決定するように構成されてもよい。
【００４３】
　シグナル伝達システム１０は、さらにソーシャルメディア・デバイスとして使用される
ように構成されてもよい。例えばシグナル伝達システム１０は、カメラ４０によって捕捉
された画像を１つまたは複数のソーシャルメディア・ネットワーク上で共有するように構
成されてもよい。本明細書および特許請求の範囲で使用される場合、「ソーシャルメディ
ア・ネットワーク上で共有すること」には、これに限定されないが、オンライン・ソーシ
ャルメディア・プラットフォームにアクセス可能なあらゆる人、またはユーザが既定した
設定によってアクセスできるようにオンライン・ソーシャルメディア・プラットフォーム
に掲示すること、例えば電子メール、ＳＭＳもしくはＭＭＳメッセージ、またはあらゆる
他の同様な媒体を介して既定した設定の関係者に転送することが含まれることが理解され
よう。追加としてまたは別法として、シグナル伝達システム１０は、シグナル伝達システ
ム１０の場所をソーシャルメディア・ネットワーク上で共有するように構成されてもよい
。
【００４４】
　シグナル伝達システム１０の場所は、単独で（例えばＧＰＳ座標などのＧＰＳデータの
ように）、または他の情報と併せて共有されてもよい。他の情報には、これに限定されな
いが、共有された画像、場所情報（例えばランドマーク、事業所、または共有された場所
の付近の他の場所であり、その場所は場所情報と共有されてもよく、もしくは場所情報は
その場所として共有されてもよいことが理解されよう）、またはあらゆる他の適切な情報
が含まれてもよい。
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【００４５】
　シグナル伝達システム１０は、さらに緊急情報を報告するために使用されるように構成
されてもよい。例えばシグナル伝達システム１０は、ユーザが緊急事態の報告を入力し、
緊急事態を関連した緊急機関（例えば９１１、１１２もしくは９９９などの緊急電話番号
、消防署、警察署、または救急処置機関、オンライン緊急報告機関など）に送信するのを
促進するように構成されてもよい。シグナル伝達システム１０は、さらにまたは別法とし
て、緊急事態の状況を例えばベスト１２に（例えばモーションセンサを介して）障害を検
知すること、カメラ１４０によって捕捉された画像の画像認識を使用することなどにより
、自動的に検出するように構成されてもよい。緊急情報は、これに限定されないが、１つ
または複数の場所、緊急事態のタイプ、および画像を含んでもよい。
【００４６】
　上の例のいずれか１つによれば、背後から接近する車両が近づき過ぎる、または高速に
接近し過ぎることを制御装置が決定した場合に、制御装置は適切な警告を車両に表示する
ために１つまたは複数のインジケータ２２を活性化させるように構成されてもよい。
【００４７】
　表示装置２０は、さらに広告情報を表示するように構成されてもよい。広告情報は予め
定められてもよい。一部の修正形態によれば、制御装置は表示のための広告情報を選択す
る、かつ／または決定するためにＧＰＳデータを使用してもよい。例えばシグナル伝達シ
ステム１０は、ユーザがそれに予め定められた半径内にいるときに事業所（例えば劇場、
飲食店など）に関する情報を表示するように構成されてもよい。シグナル伝達システム１
０は、さらに例えば政府機関によって提供された緊急情報を表示するように構成されても
よい。
【００４８】
　上に説明されたように、シグナル伝達システム１０は１つまたは複数の方法の実行を促
進するために使用されてもよい。例えば図３に示されたように、方法１００が提供されて
もよく、それによってシグナル伝達システム１０はウィンカーをその表示装置２０上に示
す。
【００４９】
　方法１００のステップ１１０では、シグナル伝達システム１０は図１および図２を参照
して上に説明されたように提供される。具体的には、シグナル伝達システム１０は、ＧＰ
Ｓデータおよび場所データを獲得するように構成されてもよく、インジケータ２２をもつ
表示装置２０、制御装置、および１つまたは複数のモーションセンサ、例えば１つまたは
複数の加速度計、１つまたは複数の傾斜センサなどを備えてもよい。
【００５０】
　ステップ１２０では、シグナル伝達システム１０は、その現在地に関連したデータをＧ
ＰＳモジュールから獲得する。一部の例によれば、ＧＰＳモジュールはシグナル伝達シス
テム１０と一体化される。他の例によれば、ＧＰＳモジュールはシグナル伝達システム１
０の外部にあり（スマートフォンまたは独立型のＧＰＳモジュールなど）、シグナル伝達
システム１０は、とりわけＧＰＳデータを受信するためにＧＰＳモジュールと連通するよ
うに構成される。
【００５１】
　ステップ１３０では、シグナル伝達システム１０は、ステップ１２０で獲得したＧＰＳ
データに対応する地図データを獲得する。一部の例によれば、シグナル伝達システム１０
は地図データが予めロードされる。他の例によれば、シグナル伝達システム１０は、地図
データを外部源から（例えばスマートフォン、または情報サーバに例えばインターネット
を介して直接接続することなどにより）、例えばＧＰＳデータに基づいた要求に応じて獲
得するように構成される。
【００５２】
　ステップ１４０では、シグナル伝達システム１０は、そのモーションセンサによって提
供された情報に基づいて、ユーザが運転している車両が方向変換しているかどうかを決定
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する。
【００５３】
　ステップ１５０では、制御装置はＧＰＳデータによって提供された場所情報、地図デー
タ、およびモーションセンサによって提供された情報に基づいて、ウィンカーが表示され
るべきかどうかを決定する。例えばモーションセンサは方向変換を示すが、ユーザは道路
の地形に従っていることをＧＰＳデータおよび地図データが示す場合は、制御装置は、ウ
ィンカーが表示されるべきでないと決定してもよい。モーションセンサは方向変換を示さ
ないが、ユーザは出口ランプに入っていることをＧＰＳデータおよび地図データが示す場
合は、制御装置は、ウィンカーが表示されるべきであると決定してもよい。
【００５４】
　ステップ１６０では、制御装置がステップ１５０においてウィンカーは表示されるべき
であると決定した場合、シグナル伝達システム１０のインジケータ２２は適切な信号を表
示するように活性化される。
【００５５】
　図４に示されたように、別の方法２００が提供されてもよく、それによってシグナル伝
達システム１０は警告をその背後の車両にその表示装置２０上に示す。
【００５６】
　方法２００のステップ２１０では、シグナル伝達システム１０は、図１および図２を参
照して上に説明されたように提供される。具体的には、シグナル伝達システム１０は、制
御装置、インジケータ２２をもつ表示装置２０、およびカメラ４０を提供されてもよい。
【００５７】
　ステップ２２０では、カメラ４０はユーザの背後の車両の画像を捕捉する。
【００５８】
　ステップ２３０では、制御装置は、カメラ４０によって捕捉された画像を分析し、その
背後の車両の１つまたは複数の特徴を識別する。
【００５９】
　ステップ２４０の決定では、制御装置は、その背後に接近する車両の距離（以下のステ
ップ２５０において）を評価するべきか、または速度（以下のステップ２６０において）
を評価するべきかを決定することを選択する。
【００６０】
　ステップ２５０では、制御装置は、識別された特徴を比較し、捕捉された画像に基づい
たその見掛けのサイズおよびその実際のサイズに関する予めロードされた情報に基づいて
その距離を計算する。例えば制御装置には、ナンバープレートの実際のサイズに関する情
報を予めロードされてもよい。ナンバープレートに対応する捕捉された画像の一部の見掛
けのサイズに関する情報（その垂直方向のピクセルの数および／または水平方向のピクセ
ルの数、ならびにカメラ情報など）は、このような画像を生成するはずであるナンバープ
レートの距離を計算するために使用される。
【００６１】
　ステップ２６０では、制御装置は、カメラ４０によって捕捉された異なる映像における
１つまたは複数の同一であると識別された特徴の相対サイズを比較する。これらの特徴の
サイズの変化を比較すること、および捕捉された映像間の経過時間を考慮することにより
、制御装置は、背後から接近する車両がその速度を加速している、または維持している場
合（例えば車両が減速するべきとき）などに計算する。
【００６２】
　方法２００は、ステップ２５０およびステップ２６０のいずれもなしに（また決定ステ
ップ２４０なしに）、かつ／またはステップ２５０およびステップ２６０を並行に実行し
て、変更すべきところは変更して本開示の主題の範囲を逸脱することなく提供されてもよ
いことが理解されよう。
【００６３】
　ステップ２７０では、制御装置は、ステップ２５０およびステップ２６０のいずれかま
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かを決定する。
【００６４】
　ステップ２８０では、ステップ２７０において制御装置が警告を表示するべきであると
決定した場合、シグナル伝達システム１０のインジケータ２２は適切な信号を表示するよ
うに活性化される。
【００６５】
　多くの変更形態、変形形態および修正形態は、変更すべきところは変更して本発明の範
囲から逸脱することなくなされることが可能であることが、本発明に関係する当業者には
容易に理解されよう。
【００６６】
　本明細書に使用される技術用語および科学用語は、本開示に関係する当業者によって一
般的に理解されている意味と同じ意味を有するべきである。それにもかかわらず、本明細
書から特許になる間に多くの関連したシステムおよび方法が開発されることが予期される
。したがって演算器、ネットワーク、表示装置、メモリ、およびサーバなどの用語の範囲
は、このようなすべての新しい技術を先験的に含むことが意図される。
【００６７】
　用語「含む（ｃｏｍｏｐｒｉｓｅｓ）」、「含む（ｃｏｍｏｐｒｉｓｉｎｇ）」、「含
む（ｉｎｃｌｕｄｅｓ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、「有する（ｈａｖｉｎｇ
）」およびそれらの活用形は、「これに限定されないが含む」ことを意味し、一覧にされ
た要素が含まれるが、概して他の要素を排除するものではないことを示す。このような用
語は、用語「からなる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｏｆ）」および「から基本的になる（ｃ
ｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ　ｏｆ）」を網羅する。
【００６８】
　本明細書で使用される場合、単数形「ａ」、「ａｎ」および「ｔｈｅ」は、文脈に明確
にそうでないと指定しない限り複数の指示対象を含んでもよい。例えば用語「１つの化合
物」または「少なくとも１つの化合物」は、その混合物を含む複数の化合物を含んでもよ
い。
【００６９】
　わかりやすいように、個別の実施形態の状況で説明された本開示のある種の特徴は、単
一の実施形態に組み合わせて提供されてもよいことが理解される。逆に、簡潔にするため
に単一の実施形態の状況で説明された本開示の様々な特徴も、個別にもしくはあらゆる適
切な副結合に、または本開示のあらゆる他の説明された実施形態に適するように提供され
てもよい。様々な実施形態の状況で説明されたある種の特徴は、実施形態がそれらの要素
なしには動作不能でない限り、それらの実施形態の基本的特徴であるとみなされるべきで
はない。
【００７０】
　本開示はその特定の実施形態とともに説明されたが、多くの代替形態、修正形態および
変形形態が当業者には明白になることが明らかである。したがって本開示は、本開示の精
神および範囲内に収まるようなすべての代替形態、修正形態および変形形態を包含するこ
とが意図される。
【００７１】
　本明細書に記載されたすべての公報、特許又は特許出願は、個々の公報、特許および特
許出願がそれぞれ参照によって本明細書に組み込まれることを具体的に個別に示されたよ
うに同じ範囲で、参照によってその全体が本明細書に組み込まれる。加えて本明細書にお
けるあらゆる参考文献の引用または識別は、このような参考文献が本開示に対し先行する
技術として利用可能である許可として解釈されるべきではない。章の表題が使用される範
囲では、章の表題は必ずしも限定としてみなされるべきではない。
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